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平成２５年１２月１８日に施行された新規制基準の法令に基づき、
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物
管理施設保安規定（以下「保安規定」）の内容について変更認可
申請を平成２６年３月に行った。

その後、平成２８年１２月に新規制基準対応以外の記載を削除
した補正と、削除した新規制基準対応以外の部分を新たな内容と
した変更認可申請を行った。

今回の補正申請に至るまでの間、検査制度の見直しや、線量告
示の見直しや組織改正を行っているためそれらを含めた保安規
定の記述を変更する。
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≪組織改正≫

変更認可申請

変更認可申請【一部補正】

【　認可　】

平成３０月３月９日　２９原機（大安）１７１

平成３０月１月１７日　２９原機（大安）１３１

令和４年５月１１日　令０４原機（大安）０４６

平成２９月２月２０日　２８原機（大安）１１０

平成２９月６月２７日　２９原機（大安）０３８平
成２９月１１月６日　２９原機（大安）０９６

変更認可申請【一部補正】

平成３０月７ 月１９日　３０原機（大安）０６２

≪組織改正≫

変更認可申請
令和３年１１月３０日　令０３原機（大安）０８４

【　認可　】
令和４月２月１０日　原規規発第22021022号

変更認可申請【一部補正】

令和２年１１月２０日　原規規発第2011203号

線量告示見直しによる改正

変更認可申請
令和３年１月１２日　令０２原機（大安）０９８

【　認可　】
令和３年３月３０日　原規規発第21033014号

≪検査制度見直しによる改正≫

変更認可申請

令和２年５月１１日　令０２原機（大安）０２８

変更認可申請【一部補正】

令和２年８月３１日　令０２原機（大安）０６７

【　認可　】

平成３０月３月２２日　原規規発第18032216号

【　認可　】

平成３０月８月２８日　原規規発第1808281号

平成２８月１２月２７日　２８原機（大安）０９１ 平成２８月１２月２７日　２８原機（大安）０９２

変更認可申請【一部補正】

変更認可申請【一部補正】

平成２８月４月２０日　２８原機（大安）０１５

≪新規制基準≫ ≪新規制基準以外≫

変更認可申請【一部補正】 変更認可申請

変更認可申請【一部補正】

平成２７月１２月１４日　２７原機（大安）１０１ 変更認可申請【一部補正】

平成２８月３月１７日　２７原機（大安）１４９

【　認可　】

平成２８月３月３１日　原規規発第16033147号

変更認可申請

平成２６月３月１４日　２５原機（大安）１１１ ≪緊急時被ばく≫

変更認可申請

平成２８月３月４日　２７原機（大安）１３４

≪組織改 正≫
変更認可申請

変更認可申請【一部補正】

【　認可　】

平成３０月３月９日　２９原機（大安）１７１

平成３０月１月１７日　２９原機（大安）１３１

令和４年５月１１日　令０４原機（大安）０４６

平成２９月２月２０日　２８原機（大安）１１０

平成２９月６月２７日　２９原機（大安）０３８平

成２９月１１月６日　２９原機（大安）０９６

変更認可申請【一部補正】

平成３０月７ 月１９日　３０原機（大安）０６２

≪組織 改正≫
変更認可申請

令和３年１１月３０日　令０３原機（大安）０８４

【　認可　】

令和４月２月１０日　原規規発第22021022号

変更認可申請【一部補正】

令和２年１１月２０日　原規規発第2011203号

線量告 示見直し による 改正
変更認可申請

令和３年１月１２日　令０２原機（大安）０９８

【　認可　】
令和３年３月３０日　原規規発第21033014号

≪ 検査制 度見直し による 改正≫

変更認可申請

令和２年５月１１日　令０２原機（大安）０２８

変更認可申請【一部補正】

令和２年８月３１日　令０２原機（大安）０６７

【　認可　】

平成３０月３月２２日　原規規発第18032216号

【　認可　】

平成３０月８月２８日　原規規発第1808281号

平成２８月１２月２７日　２８原機（大安）０９１ 平成２８月１２月２７日　２８原機（大安）０９２

変更認可申請【一部補正】

変更認可申請【一部補正】

平成２８月４月２０日　２８原機（大安）０１５

≪ 新規制基 準≫ ≪ 新規制 基準以外 ≫

変更認可申請【一部補正】 変更認可申請

変更認可申請【一部補正】

平成２７月１２月１４日　２７原機（大安）１０１ 変更認可申請【一部補正】

平成２８月３月１７日　２７原機（大安）１４９

【　認可　】

平成２８月３月３１日　原規規発第16033147号

変更認可申請

平成２６月３月１４日　２５原機（大安）１１１ ≪ 緊急時 被ばく≫

変更認可申請

平成２８月３月４日　２７原機（大安）１３４
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（1） 新規制基準への対応
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年12月18

日施行）に基づく遮蔽、火災等による損傷の防止、外部からの衝撃による損傷の防
止、廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止、予備電源に係る事項につい
て追加する。

（2） 固体廃棄物減容処理施設の運転開始に向けた対応
固体廃棄物減容処理施設（OWTF）の運転開始に向け、組織、巡視、点検、異常

時の措置、放射性廃棄物の処理、放射線作業並びに被ばく防止に係る管理、放射
線測定器の管理、核燃料物質等の取り扱い及び定期事業者検査の係る事項につ
いて追加する。

（3） 廃棄物管理事業変更許可申請に伴う対応
令和4年4月に申請した廃棄物管理事業変更許可申請の申請内容に基づき、有

機廃液一時格納庫及び化学処理装置に係る記載の削除、β・γ固体処理棟Ⅲ有
機溶媒貯槽の液体廃棄物受入れ施設への追加に係る事項を追加する。
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① 遮蔽に係る事項
・放射線業務従事者以外の者について、大洗研究所放射線安全取扱手引
きで定める菅理を行うこと。

⇒第７２条２項に追加。

② 火災等による損傷の防止に係る事項
・原則管理区域内での可燃物の保管を制限。
・業務に必要な物（マニュアル等）については金属製キャビネット等で保管
すること。

・金属製キャビネット等に保管できない場合の措置。
・火災発生時の措置（初期消火の方法、可燃物及び廃棄物の隔離、 焼却
装置へのLPGガスの供給停止、給排気設備の停止）について、廃棄物管
理施設等運転引に定めること。

⇒第５９条４項、５項に追加。
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（1） 新規制基準への対応(2/3)
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③ 外部からの衝撃による損傷の防止に係る事項
（竜巻警報発報時、火山活動による降下火砕物発生時、生物学的事象

発生時、森林火災発生時、積雪時の措置）

・外部事象発生時に備えた資機材を配備すること。
・処理作業を停止し、施設の運転を停止すること。
・竜巻警報発報時については「竜巻措置要領」、火山活動による降下火

砕物発生時については、「火山降灰警戒領」に基づき対応すること。
・具体的な措置内容については廃棄物管理施設等運転手引に定めること。

⇒第２９条の３に追加。
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④ 廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止に係る事項
・管理区域内への持込品を確認すること。

⇒第６０条６項に追加。

・大洗研究所内に搬入する郵便物及び宅配物を確認すること。

⇒第６３条３項に追加。

⑤ 予備電源に係る事項
（設備の性能確認）

・予備電源設備の切替試験。
・可搬型発電機による模擬負荷試験。

⇒第２７条の２に追加。
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（2） 固体廃棄物減容処理施設の運転開始に向けた対応(1/2)
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①組織
・建設段階に係る記載の削除。
・既設の廃棄物管理施設との所掌範囲の明確化。

②巡視点検
・固体廃棄物減容処理施設に係る巡視、処理設備の点検項目の追加

③異常時の措置
・固体廃棄物減容処理施設における異常時の対応。

④放射性廃棄物の処理
・減容処理設備で行う処理に係る記載の追加。



Sector of Fast Reactor and Advanced Reactor Research and Development

（2） 固体廃棄物減容処理施設の運転開始に向けた対応(2/2)

8

⑤放射線作業並びに被ばく防止に係る管理
・管理区域内での作業管理及び被ばく防止に係る記載の追加。

⑥放射線測定器の管理
・固体廃棄物減容処理施設に配備する放射線管理機器の追加。

⑦核燃料物質等の取扱い
・固体廃棄物減容処理施設で取扱う核燃料物質の制限量の追加。

⑧定期事業者検査
・定期事業者検査に係る対応の追加。

⇒各条文へ追記、修正。
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(3) 廃棄物管理事業変更許可申請に伴う対応(1/2)
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① 有機廃液一時格納庫の使用停止に伴う対応
・有機廃液一時格納庫の使用停止に伴い、巡視、受入、放射線管理

に係る箇所を削除。
・有機溶媒貯槽を新たに受入施設として、巡視、受入、放射線管理に
係る事項を追加。

⇒別表第３－２、別表第３－７、別表第６－８、別表第６－１３、
別表第６－１８、別表第６－１９、別図第６－１、別図第６－１０、
別表第６－２７

② 化学処理装置の使用停止に伴う対応
・化学処理装置の使用停止に伴い、巡視、点検に係る箇所を削除。
・化学処理装置分析フードで処理を行う液体廃棄物Cの区分を削除。

⇒別表第３－１、別表第３－３、別表第３－４、別表第３－５、
別表第３－６、別表第５－１、別図第６－２、別図第６－３
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(3) 廃棄物管理事業変更許可申請に伴う対応(2/2)
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③ 使用を停止した設備機器の管理
・有機廃液一時格納庫、化学処理装置について使用停止中の巡視に
ついて、廃棄物管理施設等運転手引に定め実施する。

⇒第１９条の２に追加。


